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序章 都市計画マスタープランとは 
 

１．都市計画マスタープランとは 
 

都市計画マスタープランとは、都市計画法第 18 条の 2 に基づいて定められた「市町村の都市計画

に関する基本的な方針」です。当計画は住民に最も近い立場にある市町村が、その創意工夫のもとに

住民の意見を反映し、まちづくりの具体性のある将来ビジョンを確立し、地区のあるべき「まち」の

姿を定めるものです。 

市の都市計画に関わる法制度や事業等は当計画の内容に即した計画及び変更を行う必要があり、ま

ちづくり（都市計画）における市の最上位計画として位置づけられています。 

都市計画マスタープランでは、都市の現況と課題を踏まえ、これから本市が都市づくりを進めてい

く上での目標（将来都市像）を設定し、この目標のもとに、市全体の骨格的な都市構造（全体構想）

と、各地域における市街地像（地域別構想）を示します。 

 
■都市計画マスタープランの役割 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

住民に最も近い立場である市町村が、その創意工夫のもとに住民の意見を反映し、まちづくり

の将来ビジョンを確立し、将来の目指すべき「まち」の姿を定めるものです。 

ただし、都市計画マスタープランは、都市計画に関する基本的な方針を定めるものであるため、

策定後すぐに法的強制力を有するものではありません。しかし、市の都市計画に関する法制度や

事業等は、都市計画マスタープランの内容に即した計画及び変更を行う必要があり、まちづくり

（都市計画）における市の最上位の計画として位置づけられます。 

都市計画法に基づいて定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」 

 
長期的な視点から将来のまちの姿を見通した方針とするため、目標年次をおおむね 20 年後に

設定します。 

都市づくりの長期的なビジョン 

 
都市計画マスタープランの策定にあたっては、市民の皆さんの意向を反映することが求められ

るため、市民意向を把握するための方策が必要となります。 

市民の皆さんの意向を反映した方針 

 
都市計画マスタープランは、佐賀県が定める都市計画区域マスタープランや、議会の議決を経

て定められた市町村の建設に関する基本構想（総合計画）に即したものとする必要があります。 

上位計画との整合 
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２．改定の背景と目的 
 

本市では平成 20 年 8 月に小城市都市計画マスタープランを策定し、計画的なまちづくりに取り組

んできましたが、計画策定から 10 年以上が経過し、社会情勢は大きく変化してきています。人口減

少・高齢化社会の急激な進行・財政の縮減など対応すべき課題に対応する必要が出てきています。 

そうした状況の中、本市では市の最上位計画である第２次総合計画を平成 28（2016）年 10 月

に策定し、人口減少等の変化に対応した市の将来像やそれに伴う施策等が示され、平成 30（2018）

年 3 月には、都市計画マスタープランの実施計画ともいえる、小城市立地適正化計画を策定したとこ

ろです。 

現行の都市計画マスタープランの進捗状況及び都市の現況変化を踏まえ、上位計画である第２次総

合計画をはじめとした各種関連計画との整合性を図りながら、都市計画法第 18 条の２の規定に基づ

く「都市計画に関する基本的な方針」の見直しを行うことを目的とします。 

 

３．法的位置づけ 
 

都市計画マスタープランは、「第２次小城市総合計画」や県が策定する「小城都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」といった上位計画に即して定めることが必要です。また、関連する各種計画と

の整合性に配慮しながら定める必要があります。 

「小城市都市計画マスタープラン」の策定後は、これに定められた方針に従い、具体的な個別計画

の策定、事業化の検討を行い、都市計画に関する整備を進めていくことになります。 

 

■都市計画マスタープランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２次小城市総合計画 
（市政運営の最上位となる計画） 

小城都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
（都市計画法第６条の２） 

＜小城市の計画＞ ＜佐賀県の計画＞ 

即する 

― 市町村の都市計画に関する基本的な方針 ― 
小城市都市計画マスタープラン 

（都市計画法第 18条の２） 
 
 

第
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小
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市
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即する 即する 

整合 

連携・整合 

＜関連する主な計画＞ 
●道路網整備計画 
●地域公共交通網形成計画 
●公共施設等総合管理計画 
●環境基本計画         など 

小城市立地適正化計画 
（都市再生特別措置法第 81条） 

※立地適正化計画は、都市計画マスタープランの一部とみなされる。（都市再生特別措置法第 82条） 

＜個別の制度・事業＞ 
●土地利用、市街地整備 
●都市施設（道路・公園・下水道等） 
●自然的環境、都市環境 
●防災対策     ●その他 
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４．改定体制 
 

計画策定にあたっては、市民の意見を反映させるとともに、庁内の都市計画に関わる部署との調整、

都市計画に関わる本市の各種団体等との合意形成を図る観点から、庁内の関係課で構成する「小城市

都市計画マスタープラン庁内検討委員会」や「部長会」、庁外の学識経験者・関係団体、市民代表など

の多様な関係者で構成される「小城市都市計画マスタープラン策定検討委員会」を設置し、横断的な

体制で改定します。 

 

■改定体制 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

５．対象区域 
 

都市計画マスタープランは、都市計画に関する基本的な方針を定めるものであることから、原則と

して都市計画区域を範囲とするとされています。 

本市では、平成 22（2010）年 10 月に市全域が小城都市計画区域として指定されているため、

小城市全体を対象範囲とします。 

  

 
 

 

 
構成：学識経験者、関係団体、市民代表 等 
役割：計画案に対する意見・提言、協議を実施 

小城市都市計画審議会 市議会 

 
構成：庁内関係課課長級 
役割：計画案の検討 

事務局（都市計画課） 
計画案の作成、各種調整 

資料提出 

諮問 

答申 

報告 

意見 
反映 

策定組織（庁外） 

部長会 
構成：庁内部長級 
役割：方針の決定、施策の調整 

意見、提言 

調整 

反映 

市 長 

庁内関係課 
計画案の確認、意見 

確認 

素案提出 

調整 

策定組織（庁内） 

各種調整・作業機関 

●市民アンケート 

●市民説明会 

●パブリックコメント 

市民 

小城市都市計画マスタープラン策定検討委員会 

部長会 

小城市都市計画マスタープラン庁内検討委員会 
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６．目標年次 
 

目標年次は、おおむね 20 年後の将来を展望した計画として、令和 22（2040）年とします。た

だし、上位計画の見直しや社会経済情勢の変化、基盤整備の状況などにより、必要に応じて計画の見

直しを行います。 

 

７．都市計画マスタープランの構成 
 

小城市都市計画マスタープランは、「全体構想：まちづくりの目標」「全体構想：分野別方針」「地域

別構想」「実現化方策」の４つの柱で構成しています。 

 

■都市計画マスタープランの構成 
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第１章 小城市の特性と課題 
 

１．社会的特性 
（１）人口 
①人口の推移 

本市の総人口は、平成 17（2005）年をピークに減少に転じて以降、直近の平成 27（2015）年

にかけて徐々に減少しています。 

高齢化率（65 歳以上人口の総人口に占める割合）は、増加傾向にあります。令和 22（2040）年

には高齢化率が 35％に達することが予測され、市の総人口のうち約 3 人に 1 人が高齢者となるな

ど、少子高齢化がより一層進行する見通しです。 

 

■小城市の人口総数・人口構造の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国勢調査（実績値）、国立社会保障・人口問題研究所（推計値） 

②地域別の人口 

地域別の人口は、三日月地域を除いて減少傾向が続いており、小城地域、芦刈地域は、平成 12

（2000）年と比べて１割以上減少しています。 

 

■地区別人口の推移                 ■地区別人口の推移 
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0-14歳 15-64歳 65歳以上 年齢不詳 0-14歳割合 15-64歳割合 65歳以上割合

推計値

出典：小城都市計画基礎調査、原典：国勢調査 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：国勢調査 

H12 H17 H22 H27
小城地域 17,582 17,254 16,439 15,499
三日月地域 10,960 12,141 13,069 13,518
牛津地域 10,454 10,346 9,960 9,812
芦刈地域 6,379 6,111 5,665 5,430
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③人口集中地区 

本市の人口集中地区（DID）は、JR 小城駅の北側、小城まちなか交流市民プラザ（ゆめぷらっと小

城）周辺に指定されています。DID 面積は、平成 27（2015）年にかけて拡大傾向が続いています。 

DID 区域内の人口密度は、平成 7（1995）年をピークに低下に転じており、平成 27（2015）

年には、初めて 40 人/ha を下回っています。 

今後も人口の減少傾向が続く場合、さらなる市街地の低密度化が進み、人口集中地区の縮小も懸念

されます。 

 

■DID面積、DID人口密度の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市立地適正化計画、原典：国勢調査 

 
■DID区域の変遷 
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（２）経済活動 
①産業別就業者数 

本市の産業構造をみると、従業者数は横ばいで推移しているものの、事業所数はやや減少傾向です。 

産業別の就業者構成比は、第３次産業が約７割を占めており、雇用に大きく影響する一方で、第１

次産業は大きく減少傾向にあります。 

 

■従業者数、事業所数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城市立地適正化計画 

原典：経済センサス（平成 21・24・28年）、事業所・企業統計調査(総務省)（平成 18年以前） 

 

■産業別就業者構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城市立地適正化計画、原典：国勢調査 
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②商業（卸売・小売業） 

商業では、商業事業所数、商業従業者数及び商業年間商品販売額ともに減少傾向が続いています。

特にリーマンショックの影響が想定される 2012（平成 24）年の減少は、2016（平成 28）年に

若干改善しています。 

 

■商業事業所数、商業従業者数、商業年間販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城市立地適正化計画(H28追加) 

原典：経済センサス（平成 24・28年）、商業統計調査(経済産業省)（平成 19年以前） 

 

③製造業 

製造業では、製造品出荷額等、製造業従業者数ともに増減を繰り返しつつ、ほぼ横ばいで推移して

います。 

 

■製造品出荷額等、製造業従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城市立地適正化計画、原典：工業統計調査(経済産業省) 
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④農業 

農業では、本市が平野部を中心とした広大な優良農地を有している一方、農家数の推移は、減少傾

向が続いています。特に、平成 22（2010）年以降は、販売農家数が大きく減少しており、農業経

営の困難さがうかがえます。 

 

■耕地面積の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市立地適正化計画、原典：耕地及び作付面積統計（農林水産省） 
 

■農家数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市立地適正化計画、原典：農林業センサス（農林水産省） 
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（３）都市交通 
①移動流動 

通勤・通学における移動特性をみると、流出については、隣接する佐賀市への流出が突出して多く、

次いで同じく隣接する多久市への流出が多くなっています。 

流入についても佐賀市からの流入が最も多く、次いで多久市からの流入が多くなっています。 

 
■主な通勤・通学移動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：国勢調査 

■通勤・通学流動 

 
 
 
  

189

303

10,294

145

436

175

386

109

224
330

378

266

169

141

151
335

412

309

1,100
1,358

3,306

8,930

流入 流出
5,001～
1,001～5,000
101～1,000

単位：人

小城市に常住 24,579 小城市に従業・通学 17,234
小城市に就業・通学 10,294 小城市に常住 10,294
流出合計 14,285 流入合計 6,940
流出率 58.1% 流入率 40.3%

常住地における就業・通学者 従業・通学地における就業・通学者
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②自動車流動 

自動車における移動特性をみると、通勤・通学流動と同様に、隣接する佐賀市との自動車流動量が

突出して多く、次いで同じく隣接する多久市との自動車流動量が多くなっています。 

 
■主な自動車流動量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：道路交通センサス報告書 
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③公共交通 

鉄道駅の乗降客数は、概ね横ばいで推移しており、１日あたり約 3,800 人程度が利用しています。 

市内巡回バスや乗合タクシー利用者は、減少傾向が続いています。 

本市では、市内３か所の鉄道駅のほか、バス路線・バス停により全市的に公共交通を網羅していま

すが、鉄道駅やバス停の徒歩圏から外れた公共交通通空白地において、人口の分布や建物の立地がみ

られ、公共交通の不便な地域に一定の居住者がいることが伺えます。 

 

■鉄道乗降客数（１日平均）の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城市立地適正化計画、小城都市計画基礎調査、原典：佐賀県統計年鑑 

 

■市内巡回バス・タクシーの利用者数の推移 
 
 
 
 
 

 
 
 

出典：小城市立地適正化計画、原典：庁内資料 
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■公共交通と人口分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、総務省 e-Stat国勢調査(500mメッシュ集計)、原典：バス事業者からの提供資料 

※鉄道駅徒歩圏は、一般的な徒歩圏として 800ｍを設定。（「都市構造の評価に関するハンドブック」国土交通省） 

※バス停徒歩圏は、バス停の誘致距離を参考に 300ｍを設定。（「立地適正化計画等における指標例」国土交通省） 
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（４）土地利用、開発・新築 
①土地利用 

本市の土地利用は、８割以上を自然的土

地利用が占めており、そのうち４割以上が

田や畑といった農地です。 

都市的土地利用は、市全体の２割弱を占

めており、そのうち、住宅用地や道路用地

が大きくなっています。低未利用地は、未

利用宅地とその他の空地を合わせて、全体

の約 1.2％が存在しています。 

地域別にみると、自然的土地利用の占め

る割合は、九州横断自動車道以北を中心に

山林を過半に含む小城地域が最も多く、自

然的土地利用の占める割合が最も小さい

地域は、牛津地域となっています。 

市南部の低平地を占める芦刈地域は、農

地の占める割合が最も大きい地域となっ

ています。 

 

 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：土地利用現況図 

 

■地域別土地利用別面積の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：土地利用現況図 
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■自然的土地利用の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：航空写真、住宅地図、固定資産台帳  
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■都市的土地利用の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：航空写真、住宅地図、固定資産台帳  
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②開発・新築 

開発行為の件数は、概ね増加傾向が続いており、住宅用地の件数が多くみられます。 

新築の件数は、開発行為と連動して増減はあるものの、概ね増加傾向が続いています。内訳をみる

と、住宅用地の件数が多くなっています。 

新築建物の分布をみると、商業施設、工業施設が国県道の沿道に分布しているのに対し、住宅施設

は市全体に分布しており、特に、佐賀市との市境界となる三日月地域において、住宅開発が進行して

いることが伺えます。 

 

■開発行為の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：開発許可申請 

 

■新築の推移 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：建築確認申請 

  

41 43

129

201 197 181
218

132
186

228

14
6

13

11
14

11

19

13

20

6

3 4

5

3 7
4

4

9

13
9

14 9

15

12 23
15

18

19

19
18

4
7

8

6
11

8

7

12

13
6

76 69

170

233
252

219

266

185

251
267

0

50

100

150

200

250

300

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
住宅用地 商業用地 工業用地 公益施設用地 その他 合計

(件)

8 7 8
3

6
11 11

15
10

204 2
2

2 2

1

1 1

2

1

5

1

1

13

7

10 9 8

14 15 15

10

23

0

5

10

15

20

25

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

住宅用地 商業用地 工業用地 公益施設用地 その他 合計

(件)



 

- 18 - 

■開発許可・新築の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：開発許可申請、建築確認申請  
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③農地転用・林地転用 

農地転用件数の推移は、増減はあるものの減少傾向が続いていることが伺えます。内訳をみると、

住宅用地、その他の件数が多くみられます。 

農地転用は、商業施設が国道や佐賀外環状線の沿道に分布しているのに対し、住宅施設は全体的に

分布しています。 

林地転用は、近年では小城町山間部の県道沿道に１件のみとなっています。 

 

■農地転用の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：農地転用申請書 
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■農林地転用の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：農地転用台帳、林地転用に関する資料  
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④空き家 

本市の空き家率は、平成 25（2013）年で 9.9％であり、全国平均 13.5％、佐賀県平均 12.8％

に比べると低い水準です。しかし、平成 20（2008）年に比べて増加しており、増加の度合いは、

全国平均や佐賀県平均に比べて高くなっています。 

地域別にみると、空き家棟数は、小城地域が最も多く、牛津地域、三日月地域、芦刈地域と続きま

す。特に、小城地域や牛津地域の中心部では、空き家率が高いエリアが存在しています。 

 
■全国・佐賀県の空家率の推移と本市の空家率  ■空家等建物の地域別の棟数 

 
 
 
 
 
 
 
出典：小城市空家等対策計画、原典：住宅・土地統計調査    出典：小城市空家等対策計画、原典：現地調査結果 

 
空家の状態判定をみると、「建物の状態」は、「Ｂ：一部修繕が必要な建物」が約半数で最も多く、

次いで「Ｃ：利用するためには大規模な修繕が必要となる建物」が多くなっています。「Ａ：建物に損

傷が無くすぐにでも居住できる状態」は２割に満たず、「衛生上有害となるおそれのある状態」「景観

を損なっている状態」は、「Ａ：建物に損傷が無くすぐにでも居住できる状態」と「Ｂ：一部修繕が必

要な建物」を合わせると過半を占めています。「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが

不適切である状態」は、「Ｃ：利用するためには大規模な修繕が必要となる建物」と「Ｄ：崩壊等危険

な状態にあり、解体を前提とした解決策の検討を要する建物」で過半を占めています。 

 
■空家等建物の状態判定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市空家等対策計画、原典：現地調査結果 

Ａ：建物に損傷が無くすぐにでも居住できる状態 
Ｂ：一部修繕が必要な建物 
Ｃ：利用するためには大規模な修繕が必要となる建物 
Ｄ：崩壊等危険な状態にあり、解体を前提とした解決策の検討を要する建物(全壊･半壊建物を含む) 
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■低未利用地・空き家の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：庁内資料  
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⑤法適用 

農業振興地域は、小城地域や牛津地域の市街地部などを除き、広い範囲で指定されており、多くの

農地が農用地区域に指定されています。 

保安林や自然公園地域は、九州横断自動車道以北の山岳部に広く指定されており、その一部には、

国有林や自然公園特別地域が指定されています。 

本市では、市全域を「小城市建築協定に関する条例」の施行区域としており、小城駅北側の一部に

「小城本町通り建築協定」が締結されています。 

また、市全域がカササギの生息域であり、コジュケイなどの貴重な鳥類が生息し、小城駅北側など

では鳥獣保護区が指定されています。 

九州横断自動車道から JR 長崎本線にかけての本市中央部は、遺跡や古墳が多く点在しています。 

 
■法適用現況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土数値情報（国土交通省）  
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■その他の考慮すべき区域等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、国土数値情報（国土交通省）(鳥獣保護区)  
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（５）都市施設 
①道路網・交通量 

本市の道路網は、国道 34 号、国道 203 号を中心に縦横断するネットワークで構成されています。 

交通量は、国道 34 号、国道 203 号、国道 207 号、佐賀外環状線、国道 444 号佐賀福富道路が

多く、混雑度は、国道 203 号、佐賀外環状線の一部区間で高くなっています。 

 
■道路ネットワークと交通量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：道路交通センサス 
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②都市施設 

都市計画道路は、16 路線が計画されており、そのうち 14 路線が整備完了（概成済を含む）、2 路

線が未整備です。 

下水道は、小城まちなか市民交流プラザ（ゆめぷらっと小城）、牛津出張所周辺の管路の整備を終え

ており、４箇所の浄化センターのうち清水浄化センターの整備が完了しています。 

都市公園は、小城公園１箇所の整備が完了しています。 

 
■都市施設の整備状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城都市計画基礎調査、原典：庁内資料  
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③公共施設 

本市の公共施設建築物の総床面積は、約 16.4 万㎡であり、市民 1 人あたりでみると、約 3.6 ㎡

と、全国平均 3.6 ㎡（総務省）と同様の面積となっています。 

公共施設建築物の建築後年数は、築後 20～29 年が 24.4％、築後 30～39 年が 24.1％、築後

40 年以上が 5.8％となっており、全体の半数以上の建物が築後 20 年以上経過しています。 

耐震基準が改正された 1981（昭和 56）年以前の建物は、２割程度保有しており、今後、公共施

設の更新費用の増大が想定されます。 

 
図 公共施設(建物)の施設用途別延床面積（単位：㎡）  図 公共施設(建物)の建築後年数による割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市公共施設等総合管理計画、原典：平成 26年度固定資産台帳 

 
 
図 公共施設(建物)の過去の整備量（延床面積）（単位：㎡） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市公共施設等総合管理計画、原典：平成 26年度固定資産台帳  
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（６）災害 
①洪水リスク 

嘉瀬川、牛津川に挟まれた本市では、山地部を除く広い範囲で河川氾濫による洪水浸水想定区域が

指定されています。浸水深は、嘉瀬川沿い、牛津川沿い、国道 444 号周辺などにおいて、広い範囲

で 2.0ｍを超えると想定されています。 

浸水や道路冠水などの水害履歴は、牛津川沿川や南部を中心に発生しています。平成 24（2012）

年 7 月の九州北部豪雨では、小城地域や牛津地域の市街地において、床下浸水が多数発生していま

す。 

令和元（2019）年８月の前線に伴う大雨による水害は、牛津地域の市街地や牛津川沿川の広範囲

のほか、福所江川、祇園川、東平川などの沿川において発生しています。 

 
■洪水リスク状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市防災ハザードマップ、小城都市計画基礎調査 
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②土砂災害リスク 

土砂災害警戒区域は、北部山間部や西部の里山周辺に多く指定されており、県道沿いには土砂災害

特別警戒区域が指定されています。 

土砂崩れや法面崩壊などの土砂災害履歴は、九州横断自動車道以北の山間部を中心に発生しており、

特に、平成 28（2016）年 6 月の大雨により、多くの地点で土砂災害が発生しています。 

 
■土砂災害リスク状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市防災ハザードマップ、小城都市計画基礎調査  
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③高潮リスク 

台風が主な要因となる高潮浸水想定区域は、小城市芦刈地域交流センター（あしぱる）付近から有

明海にかけて広く想定されています。特に、福所江川沿いでは、浸水深が 1.0ｍを超える区域が広が

っています。 

 
■高潮リスク状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市防災ハザードマップ、小城都市計画基礎調査  
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④津波リスク 

地震が要因となる津波浸水想定区域は、国道 207 号以南の芦刈地域の大半に広がっています。特

に国道 444 号西側や有明海沿岸部は、浸水深が 1.0ｍを超える区域が広がっています。 

 
■津波リスク状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市防災ハザードマップ、小城都市計画基礎調査  
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⑤火災リスク 

非耐火建物が連担して近接し、出火の際の延焼被害の拡大が懸念される区域は、国県道沿道に多く

分布しています。小城駅周辺から国道 203 号にかけての一帯、牛津駅から国道 207 号にかけての

一帯は、1,000 棟以上の非耐火建物が連担しています。 

消防活動区域（緊急車両が通行可能な道路や消防水利（防火水槽、消火栓）から消防ホースの届く

範囲）は、非耐火建物が多数連担する区域の大半をカバーできています。 

 

■火災リスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城都市計画基礎調査 

※非耐火建物連担棟数は、非耐火建物の棟間隔 11ｍ未満のものが連担する区域を設定し、それぞれの区域内の棟数を集計 
※消防活動区域は、幅員 5.5ｍ以上の道路及び防火水槽・消火栓から 140ｍの区域を設定 
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（７）景観・歴史資源 
本市の歴史資源は、弥生時代の歴史を持つ国指定の土生遺跡をはじめ、多くの古墳・遺跡が国登録

有形文化財に登録されています。そのうち、深川家住宅や牛津赤れんが館は、22 世紀に残す佐賀県

遺産にも認定されています。 

景観資源は、自由蛇行河川である牛津川や清水の滝に代表される河川景観、芦刈海岸の水辺、桜の

名所として知られる小城公園のほか、22 世紀に残す佐賀県遺産に認定された江里山の棚田・里山や

天山の山岳景観などを有しています。 

 
■景観・歴史資源の分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土数値情報（国土交通省）、小城都市計画基礎調査、市 HP(｢小城市の指定文化財｣より抜粋)  
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（８）財政 
①歳入・歳出構造 

平成 27（2015）年度の普通会計決算をみると、歳入は約 227 億円、歳出は約 222 億円となっ

ています。 

普通会計決算の推移をみると、歳入では、市税などの自主財源はほぼ横ばいで推移する一方で、歳

出は、少子高齢化の進展により、扶助費（社会保障に要する経費）の増加傾向が続いています。 

 

■歳入決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城市立地適正化計画、原典：庁内資料 

 

■歳出決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城市立地適正化計画、原典：庁内資料 
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②公共施設の維持管理 

公共施設の今後 50 年間の更新投資額をみると、公共施設（建築物）は約 541 億円、公共施設（イ

ンフラ）は約 994 億円と予測されています。今後 50 年間の平均年間必要更新投資額は、公共施設

（建築物）が約 10.8 億円、公共施設（インフラ）が約 19.9 億円と予測されています。 

 
■公共施設（建築物）の年度別更新金額（単位：億円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市公共施設等総合管理計画、原典：固定資産台帳 

 

■公共施設（インフラ）の年度別更新金額（単位：億円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：小城市公共施設等総合管理計画、原典：固定資産台帳  
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２．市民意向 
（１）調査概要 

小城市都市計画マスタープラン見直しに向け、将来のまちづくりに関する市民意向を把握するため、

本市の居住者を対象として、市民アンケートを実施しました。 

調査の対象 小城市に居住する満 18 歳以上の市民 2,500 名 

抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査期間 令和 2 年 7 月 31 日～8 月 25 日 

回収数 749 票 有効回収数 749 票 回収率 30.0％ 有効回収率 30.0% 

 

（２）調査結果 

① 回答者属性 

・回答者の性別は、男性に比べて女性が約 12%多く、年齢は、各年代から意見を得られているものの、

60 歳以上が約 51%を占めており、偏りがみられます。 

・回答者の居住地は、小城地域が約 39%と最も多く、次いで三日月地域が約 29%となっています。 

 
■性別                           ■年代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■居住地 
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44.0%女性

56.0%

全体(N=739)
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38.6%

三日月町
28.6%
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20.5%

芦刈町
12.4%

全体(N=747)
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② 生活環境の満足度と重要度 

・「防災・防犯」の項目は、満足度は平均で重要度が最も高いことから、各種災害や防犯面に関する対

策が求められていることが伺えます。 

・「公共交通機関の利用しやすさ」「働きやすさ」「駅周辺の活性化」「産業の充実」「娯楽施設の充実」

の項目は、満足度が最も低く重要度が平均より高いことから、生活利便性の向上や都市機能・施設の

充実などが求められていることが伺えます。 

 

■生活環境の満足度と重要度 
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利用しやすさ

バリアフリー設備の充実
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美しさの保全

市街地周辺の緑の豊かさ

大気汚染や水質汚濁、騒音、
振動などの公害に対する安心感

古い建物や神社・寺、史跡などの
歴史的資源の豊かさ

街路樹や生け垣、建物などの
まち並みの美しさ

良好な田園景観の保全

地震や火災・洪水・土砂崩れ・高潮などの
災害に対する安心感

避難場所や避難路など防災面における対策、周知

地域の見守り体制などの治安、
防犯に対する安心感

公園や広場、緑地の利用のしやすさ

下水道や生活排水施設の整備状況
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（保育所、幼稚園、学童など）
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自治会活動などの地域住民との
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イベントなどの人や情報が交流する
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【重要度：平均3.30】

【満足度：平均2.54】

凡例：●土地利用 ●交通 ●自然・環境 ●景観 ●防災・防犯 ●都市施設・機能 ●地域活動
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③ 今後のまちづくりのために特に大切だと思うもの 

・居住地、市全体ともに「地震や火災・洪水・土砂崩れ・高潮などの災害に対する安心感」が突出して多

いことから、昨今多発する自然災害に対する市民の危機感が増幅し、生活環境により高い安全性が求め

られていることが伺えます。 

 

■小城市において大切なもの(※複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■居住地において大切なもの(※複数回答) 
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④ 土地利用の問題点 
・土地利用は、「まちの中心部に空き店舗や空き家、空き地などが目立つ」と感じている回答者が約 56%

を占めており、空き家・空き地等の利活用といった対応策が求められていることが伺えます。 

 

■土地利用の問題点(※複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 居住意向 
・今後の居住意向では、「今の場所に住み続けたい」と考えている回答者が約 73%と最も多く、「市外へ

引っ越したい」という回答者は約 9%と少数に留まっています。 

・住み替えを考えている理由は、「公共交通の利便性が良くない」、「周辺に生活利便施設が不足している」

など、居住環境に不満を感じている回答が多くみられます。 

 

■今後の居住意向                  ■引っ越しを考える理由 
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３．現行都市計画マスタープランの検証 
（１）進捗確認及び検証方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇都市計画マスタープランに記載されてい

る方針、施策の進捗状況を把握 
・関係各課アンケートによる進捗状況の把握 

 (例)拠点施設整備、都市計画道路の整備状況等 

〇都市計画マスタープランに記載されている方

針、施策によって発現した効果を数値化 

・市民アンケート（満足度）による経年変化の把握 

・進捗状況の把握及び効果の検証をもとに、右

図のように達成状況の評価を実施します。 

・進捗状況は、実施の有無を（進捗あり（◎・

〇）、進捗なし（△・×））で判断し、効果

は、市民アンケートにおける満足度の加

重平均により効果を判断します。 

 

 

①現行計画の概要の整理 

②現行都市計画マスタープランの達成状況の評価 

進捗状況の把握 効果の検証 

※満足度の平均値は、アンケート調査の設問 33
項目の平均値を示す 

市民アンケートにおける重要度の把握 

③総合評価 

・現行都市計画マスタープランの相互評価

として、右図のように今後の取組の優先

度を把握します。 

・達成状況は、達成状況の評価において実施

した進捗評価の４区分（「A」「B」「C」「D」）

で整理し、重要度は市民アンケートにおけ

る重要度の加重平均により判断します。 

 ※重要度の平均値は、アンケート調査の設問33項
目の平均値を示す 

現行の都市計画マスタープランにおける将来目標人口や全体構想（分野別の方針）に掲げた施策

や方針等に関する内容を抽出し、その概要を整理します。 
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（２）検証結果 

都市計画マスタープラン（全体構想）の方針 自己評価 
満足度 

(平均 2.54) 進捗評価 
重要度 

(平均 3.30) 総合評価 

１．土地利用・拠点地区形成の方針 

(1)土地利用類型と配置方針 

①商業・業務地 ○ ○（2.68） Ａ ○（3.40） Ｂ：取組維持 
②住宅・サービス施設等共存地 △ ○（2.54） Ｃ △（3.03） Ｃ：あり方検討 
③住宅市街地 ○ ○（2.70） Ａ ○（3.44） Ｂ：取組維持 
④産業・研究施設地 ○ △（1.88） Ｂ △（3.22） Ｃ：あり方検討 
⑤農地・集落共存地 △ ○（2.89） Ｃ △（3.13） Ｃ：あり方検討 
⑥山地・丘陵地 △ ○（2.95） Ｃ ○（3.33） Ａ：優先的取組 

(2)拠点地区形成の方針 

①中心拠点の形成と中心市街地の活性化 ○ △（2.11） Ｂ △（3.07） Ｃ：あり方検討 
②地域拠点の形成と活性化 △ △（1.97） Ｄ △（2.90） Ｄ：あり方検討 
③三日月拠点の形成 ○ △（2.12） Ｂ △（2.97） Ｃ：あり方検討 
④芦刈拠点の形成 ○ △（1.59） Ｂ △（2.79） Ｃ：あり方検討 
⑤産業拠点の形成 ○ △（2.00） Ｂ △（3.08） Ｃ：あり方検討 

(3)宅地開発の適正な規制・誘導の方針 △ ○（2.89） Ｃ △（3.13） Ｃ：あり方検討 

２．交通体系の整備方針 

(1)道路整備の方針 
①広域幹線道路 ○ ○（2.87） Ａ △（3.12） Ｂ：取組維持 
②幹線道路 ○ ○（2.91） Ａ ○（3.30） Ｂ：取組維持 
③地域道路 ○ ○（2.64） Ａ ○（3.35） Ｂ：取組維持 

(2)公共交通施設の整備方針 
①鉄道 △ △（2.31） Ｄ △（3.26） Ｄ：あり方検討 
②バス・タクシー ○ △（1.98） Ｂ ○（3.38） Ｂ：取組維持 

(3)歩行者系道路の整備方針 ○ △（2.30） Ｂ 〇（3.47） Ｂ：取組維持 

３．自然的環境の保全・整備の方針 

(1)自然的環境の保全・活用の方針 

①山地の保全・活用 ○ ○（2.95） Ａ ○（3.33） Ｂ：取組維持 
②身近な緑の保全・活用 ○ ○（2.95） Ａ ○（3.33） Ｂ：取組維持 
③水辺空間の保全・活用 ○ ○（2.95） Ａ ○（3.33） Ｂ：取組維持 
④農地の保全・活用 ○ ○（2.89） Ａ △（3.13） Ｂ：取組維持 

(2)公園・緑地の整備方針 

①地区の核となる公園の整備・活用 ○ ○（2.60） Ａ △（3.25） Ｂ：取組維持 
②身近な公園等の整備・活用 ○ ○（2.60） Ａ △（3.25） Ｂ：取組維持 
③地域地区等の活用 × ○（2.58） Ｃ △（3.13） Ｃ：あり方検討 
④市街地内緑化の推進 △ ○（2.58） Ｃ △（3.13） Ｃ：あり方検討 

４．都市環境・景観形成の方針 

(1)都市環境形成の方針 
①河川・水路等の水質の保全 × ○（2.69） Ｃ ○（3.47） Ａ：優先的取組 
②環境負荷の少ない社会の構築 ○ ○（2.69） Ａ ○（3.47） Ｂ：取組維持 

(2)景観形成の方針 
①歴史的資源を活かした景観の保全・形成 ○ ○（2.96） Ａ △（3.10） Ｂ：取組維持 
②自然や田園等を活かした景観の保全・形成 ○ ○（2.92） Ａ △（3.23） Ｂ：取組維持 
③公共空間における景観形成 △ ○（2.58） Ｃ △（3.13） Ｃ：あり方検討 

５．安全・安心なまちづくりの方針 

(1)災害の発生抑制と災害に強いまち
づくりの方針 

①災害発生の抑制 ○ △（2.39） Ｂ ○（3.72） Ｂ：取組維持 
②災害に強いまちづくり ○ △（2.37） Ｂ ○（3.68） Ｂ：取組維持 

(2)地域防災・防犯に関する方針 ○ △（2.52） Ｂ ○（3.63） Ｂ：取組維持 
(3)安全・円滑な移動を可能にするまちづくりの方針 ○ △（2.14） Ｂ ○（3.49） Ｂ：取組維持 
(4)その他安心して暮らし続けられるためのまちづくりの方針 △ - - - -   
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４．まちづくりの課題 
【上位関連計画】 【市民意向】 

●第２次小城市総合計画▶誇郷幸輝～みんなの笑顔が輝き 幸せを感じる ふるさと小城市～ 
●第２期小城市まち・ひと・しごと創生総合戦略▶しごとができる小城づくり～安心して働けるようにする～／ひとを呼ぶ小城づくり～新しい人の流れをつくる～／

“子は宝”を育む小城づくり～若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる～／地域を磨く小城づくり～時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る～ 
●小城都市計画区域マスタープラン▶特色ある伝統産業や歴史、文化を活用した連携・交流を育むまち／ゆとりある住環境のあるスローライフのまち／歴史・文

化や自然を感じるまち 
●小城市立地適正化計画▶地域の特性を生かした拠点地区の形成と相互に連携・補完するまちづくり／日常生活圏を考慮した多極ネットワーク型のまちづくり

／小城らしさ継承による魅力と活力あるまちづくり／多様なライフスタイルを可能とする多自然居住型のまちづくり 
●小城市地域公共交通網形成計画▶広域的・幹線的基幹交通ネットワークの維持／交通空白地を補完する移動手段の確保維持／まちづくり方策と連携し

た移動支援／公共交通の利用促進に対する啓発 
●小城市公共施設等総合管理計画▶公共施設の安全性の確保や適正配置の検討による公共施設等のマネジメントを行い、施設の長寿命化及び施設機能

の統廃合や集約化、PPP/PFI などの民間活力の活用、近隣市町村との公共施設の相互利用等についても検討 
●小城市環境基本計画▶すぐれた自然環境と多様性豊かな生態系の保全／清くさわやかな生活環境の確保／家庭から始める地球環境保全活動の推進／

歴史・文化と共生する快適な住環境の創造／環境を守り活かす地域づくりの推進 

●現在の生活環境の満足度として、「国道などの幹線道路での車による移動のしやすさ」「自宅
周辺の身近な道路の利用しやすさ」について、「満足」「やや満足」と考える市民が 65％以上 

●現在の生活環境の満足度として、「働き場所の多さ」「身近な駅周辺の活性化・賑やかさ」「鉄
道やバスなどの公共交通機関の利用しやすさ」「娯楽やレジャーをする場所・施設の多さ」につい
て、「やや不満」「不満」と考える市民が約 59% 

●今後の重要度として、「防災・災害」について「重要」「やや重要」と考える市民が 75％以上 
●今後のまちづくりで大切な項目として、居住地・市全体ともに「地震や火災・洪水・土砂崩れ・

高潮などの災害に対する安心感」が最も多い 
●土地利用の問題点について、「まちの中心部に空き店舗や空き家、空き地などが目立つ」と考

える市民が約 56％ 
●今後の居住意向について、「今の場所に住み続けたい」と考える市民が約 64％ 

   
【基礎的事項の現況】  【都市づくりの課題】 

人
口 

●人口減少、高齢化が進行しており、生活利便性の低下や地域の魅力低下など、都市活力の低下が懸念されます。 
●自然減が拡大傾向、社会増減も減少に転じており、社会増の減少と出生数が低迷しています。 
●人口集中地区（DID）は拡大傾向が続いていますが、人口密度は低下傾向にあり、さらなる人口減少により低密度が進行する恐れがあります。 
●地域別の人口では、三日月町を除き減少傾向にあり、小城町、芦刈町では１割以上減少しています。 
●社人研の推計では、今後 20 年で約 37,000 人まで人口が減少すると想定され、３人に１人は高齢者となる想定となっています。 

 
●人口規模に適した市街地の形成 
●生活利便性の高い地域への居住の誘導 
●高齢者や若者世代など市民の生活を支える都市機能配置 

活
動 

経
済 

●産業別の就業者構成比は、約７割を占める第３次産業が増加する一方、第１次産業は大きく減少傾向にあります。 
●基幹産業であった農業は、平野部を中心とした広大な優良農地が存在していますが、耕地面積や農家数が減少傾向にあります。 
●各地域の中心部で第３次産業が集積しており、その周辺に第２次産業が集積する地域が分布しています。 

 ●市固有の資源の活用による地域産業の活性化 
●６次産業などの新たな雇用の創出につながる地域の活性化・再生 

・
開
発 

土
地
利
用 

●商工業施設は、幹線道路沿道に立地が進んでおり、宅地開発は、無秩序に分布しています。 
●空家率は、全国・県平均に比べ低い水準ですが、増加率は全国・県平均に比べ大きく、特に小城地域、牛津地域の中心部で空き家率が高くなっています。 
●土地利用構成は、自然的土地利用が８割以上を占め、そのうち農地が４割以上を占めますが、農地転用による宅地化が進行しています。 

 ●無秩序な開発の抑制と計画的な土地利用の誘導 
●小城地域、牛津地域における空き家・空き地の活用などの都市のスポンジ化の抑制 
●豊かな自然環境や営農環境、景観の保全 

都
市
交
通 

●小城 SIC の設置や有明海沿岸道路の開通、佐賀唐津道路の整備の進行により、広域的な交通利便性が高まっています。 
●鉄道駅の利用者数は、おおむね横ばいですが、市内巡回バスや乗合タクシー利用者は減少傾向にあります。 
●鉄道、バス停留所により全市的に公共交通を網羅していますが、公共交通空白地での人口分布等も存在しています。 
●通勤・通学のつながりは、隣接する佐賀市や多久市と強く、全体では流入率に比べて流出率が大きいことから、居住地としての側面が強いことがうかがえます。 

 ●生活圏の拡大や交流人口の増加を見据えた都市づくりへの対応 
●拠点間の連携を促す適正な道路交通網の維持と持続可能な公共交通ネットワークの形成 
●多様な公共交通の連携による拠点へのアクセス強化 

都
市
施
設
等 

●都市計画道路は、計画されている 16 路線のうち 12 路線の整備が完了（概成済含む）しています。 
●下水道は、小城地域や牛津地域の市街地において、管路の整備が完了しており、三日月地域から牛津駅周辺、芦刈地域の国道沿いでは供用が開始されており、

小城地域や芦刈地域の北部は計画区域となっています。 
●都市公園は、小城公園の 1 箇所が指定されており、整備は完了しています。 
●公共施設は、築 20 年以上の建物が半数以上あり、特に旧耐震の建物を約 20％保有しています。 

 
●長期未着手都市計画道路の見直し 
●公共施設の計画的な長寿命化や統廃合、集約化への対応 

災
害 

●土砂災害警戒区域は、山裾に集落が広がる市北部の山間部や牛津地域東部の山間部に指定され、特に市北部の山間部では過去に土砂災害が発生しています。 
●洪水浸水想定区域は、山間部を除いた広い範囲に指定されており、特に三日月地域東部の一部のエリアでは 5.0m 以上が想定されています。 
●令和元年 8 月の大雨では、牛津川・祇園側沿いで浸水しており、浸水想定区域に指定されていない牛津川右岸側でも浸水被害が発生しています。 
●火災リスクは、小城駅周辺から国道 203 号一帯、牛津駅から国道 207 号の一帯において、1,000 棟以上の非耐火建物が連坦する状況がみられます。 

 ●土砂災害リスクの低減のための砂防整備の推進 
●洪水被害の低減のための河川整備、下水道整備などの浸水対策の推進 
●火災リスクの低減のための延焼防止対策の推進 

・
歴
史 

景
観 

●国指定の土生遺跡などの古墳・遺跡や、国登録有形文化財、佐賀県遺産に認定された深川家住宅・牛津赤れんが館など、多様な歴史資源を有しています。 
●本市北部の山間部では、清水の滝や藤隠の滝、棚田などの多様な自然景観、市木である桜の名所の小城公園、河川景観としての牛津川など豊富な景観資源を有

しています。 

 ●本市固有の景観・歴史資源の保全・有効活用 
●資源活用による交流人口の拡大 

財
政 

●歳入では依存財源比率が高い割合のまま横ばいで推移しており、歳出では扶助費が占める割合が増加傾向にあります。 
●公共施設（建築物・インフラ）の更新投資金額は、年々増加することが予想されています。 

 ●効率的な都市経営に向けた立地誘導 
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第２章 全体構想：まちづくりの目標 
 

全体構想は、都市の骨格となる全市レベルの将来像を示すとともに、これを実現するための主要な

手法である都市計画を定める際の総合的な指針となるものです。 

全体構想では、第３章の「まちづくりの理念」、まちづくりの理念に従った「まちづくりの基本方

針」、将来の都市の規模の目標を示す「将来目標」、そして、これらに基づく都市関連施策の展開を図

るための将来の都市の構造を示す「将来都市構造」及び、第４章の市全体の都市計画の方針を分野ご

とに示す「分野別方針」で構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．まちづくりの理念 
 

小城市の最上位計画である「第２次小城市総合計画（平成 28 年 10 月）」の目指すまちの姿（将来

像）は、「誇郷幸輝～みんなの笑顔が輝き 幸せを感じる ふるさと小城市～」としています。一方、都

市計画マスタープランの一部とされる「立地適正化計画（平成 30 年 3 月）」では、総合計画の将来

像を踏まえ、都市の将来像として「人と自然が輝く、希望と活力にあふれた 生活
く ら し

創造都市・小城市」

と定めています。 

都市計画マスタープランは、立地適正化計画と同様の範囲（都市計画区域：市全域）のまちづくり

方針を定めるものであり、立地適正化計画の考え方を踏襲した計画とする必要があることから、立地

適正化計画の都市の将来像をまちづくりの理念に掲げ、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの

都市づくりや、集落地域の豊かな自然や深い歴史・伝統を背景に多くの市民が健康で元気にふるさと

小城に住み続けたいと思うまちづくり、個性豊かで利便性と文化性の高い拠点形成を目指します。 

 

 
 
 

  

≪まちづくりの理念≫ 

人と自然が輝く、希望と活力にあふれた生活
く ら し

創造都市・小城市 

第２章 全体構想：まちづくりの目標 

１．まちづくりの理念 

２．まちづくりの基本方針 

３．将来目標 

４．将来都市構造 

 

第３章 全体構想：分野別方針     

１．土地利用・拠点地区形成の方針 

２．交通体系の整備方針 

３．環境の保全・整備の方針 

４．景観形成の方針 

５．安全・安心なまちづくりの方針 
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２．まちづくりの基本方針 
 

まちづくりの基本方針は、都市活動に特化した立地適正化計画の基本方針に加え、産業の振興や集

落地域の活力維持、歴史・文化等の継承、自然環境の維持・保全、安全・安心なまちづくりの５つの

要素を追加することにより、市域全体のまちづくりの基本方針として定めます。 

 

方針１ 小城らしさの継承による魅力と活力あるまちづくり 

本市固有の歴史や文化を後世に継承し、まちの魅力として活かすため、歴史資源や自然資源を活用

した交流空間の確保と街並み景観の形成を図りつつ、にぎわい創出による活力あるまちづくりを進め

ます。 

 

方針２ 地域特性を生かした様々な拠点の形成と相互に連携・補完するまちづくり 

市民の日常生活を支える都市拠点や産業活動に特化した産業拠点など、都市活動にとって重要な拠

点を適正に配置し、各拠点の役割に応じた都市機能の集積を図ります。 

また、拠点間の相互連携によって機能の補完を行うことで、効率の良い都市構造の構築を図ります。 

 

方針３ 日常生活圏を考慮した多極ネットワーク型のまちづくり 

分散する市街地や集落地での生活を維持するため、各拠点を連絡する骨格道路網の整備や公共交通

ネットワークの形成を図り、多極ネットワーク型のまちづくりを推進します。 

 

方針４ 多様なライフスタイルを可能とする多自然居住型のまちづくり 

本市には、市街地部での都市的生活以外にも、基幹産業である農林漁業を生業とする多様なライフ

スタイルを有しています。そのため、自然・営農環境の保全を図りつつ、第一次産業の維持を含め、

多自然居住の推進を図ります。 

 

方針５ 強靭な居住地を形成するための安全安心なまちづくり 

災害の激甚化を受け、国は国土の強靭化に向けた取組みを強めています。本市においても強靭な居

住地の形成に向け、防災対策や居住の誘導など安全な居住地形成に向けた取組みを図ります。  
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３．目標人口 
 

本マスタープランは、おおむね２０年後の将来を見据えた都市像を実現するためのまちづくり方針

とするため、目標年次を２０４０年としており、２０４０年の目標人口は、本市の総合計画やまち・

ひと・しごと創生総合計画との整合を図るため、人口ビジョンに定める将来人口に基づき、４０,００

０人（２０４０年）と設定します。 

ただし、都市計画マスタープランの一部である立地適正化計画は、本市の人口予測が最も低い値と

なった場合でも維持し続けられる都市とするための施策であることから、国立社会保障人口問題研究

所の推計値３７,０００人（２０４０年）を目標人口となっています。 

 

 ◆目標人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：小城市将来ビジョン 

  

目標年次 

２０４０年 

２０４０年 
４０,０００人 

２０４０年 
３７,０００人 
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４．将来都市構造 
（１）将来都市構造とは 

将来都市構造は、将来の都市の姿を骨格構造として表現するものであり、点、線、面の 3 つの要素

を概念的に捉えることで、効率かつ適切な都市づくりの方向を導くことを可能とするものです。 

考え方としては、点を形成する場所（拠点）を選定し、点を結ぶ線（軸）を適正に配置することに

より、面的な市街地の広がり（土地利用）を構成するものです。 

 

■将来都市構造の要素と捉え方 

要 素 捉 え 方  

拠点 市民の日常生活と密接な関わりを持ち、市の経済活動や産業活動を支える重要な
場所として、積極的に拠点形成を行う場所を配置する役割を担います 

軸 市内に点在する拠点を連結し、拠点間連携の重要性や役割を判断することで、都
市活動の経済効果を最大限高める役割を担います 

土地利用 拠点や軸の配置を元に、拠点周辺や軸上の面的な広がりを構成することによっ
て、効率的な都市構造を形成する役割を担います 

 

■３つの要素と将来都市構造 
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（２）拠点形成 
拠点形成は、健全な都市経営を図る上で重要となる場所に配置します。 

拠点の種類は、日常の市民生活にかかわりのある都市拠点として、中心拠点、行政サービス拠点、

地域拠点、生活拠点の４種類を設定し、都市活動に影響を与えるその他の拠点として、産業拠点及び

公園・自然保全ゾーンを配置します。 

都市拠点の４種類のうち、中心拠点は、市内で最も商業・業務活動が盛んな小城駅周辺の中心市街

地に位置付け、様々な都市機能の集積とにぎわいの創出を図ります。行政サービス拠点は、市の中心

に位置する本庁舎周辺を位置付け、公共公益施設の集約を図ります。地域拠点は、中心拠点を補完し、

市南部地域の市民生活を支える場所として牛津駅周辺を位置づけ、商業・業務機能が集積・維持を図

ります。生活拠点は、集落周辺の最低限の市民サービスを確保する場所として、芦刈地区周辺を位置

づけます。 

産業拠点は、芦刈 IC 周辺と牛津工業団地及び小城蛍の郷ファクトリーパークに位置づけ、工業施

設の操業環境の維持と円滑な流通環境を確保するとともに、芦刈 IC 周辺については広域交通の利点

を活かし、周辺市町を対象とした広域的な産業立地の可能性についても検討します。 

公園・自然保全ゾーンは、市民生活に潤いを与えるレクリエーション空間として、自然環境の保全

とレクリエーション機能の増進を図ります。 
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（３）連携軸 
連携軸は、拠点や施設などの連携の重要度や種類を表すもので、軸上の道路整備の必要性や公共交

通連携などによる有機的な連携を進めるべき軸を設定します。 

連携軸の種類は、都市活動の連携を意味する軸として、都市連携軸、広域交通連携軸、地域連携軸

の３つの軸を定め、都市と自然をネットワークする軸として、水と緑のネットワークを設定します。 

都市連携軸は、中心拠点や行政サービス拠点、地域拠点等を連携する市内で最も都市活動が盛んな

軸であり、交通連携に限らず、沿道の土地活用を促し、市街地の連担性を図る軸として設定します。 

広域交通連携軸は、市内の自動車流動の骨格を担う主要な交通軸として、国道及び佐賀外環状道路

などの交通量の多い路線に位置づけ、円滑な交通流動の確保と沿道土地利用の推進を図ります。 

地域連携軸は、広域交通連携軸を補完し、交通連携の維持・確保を行う路線として位置づけます。 

水と緑のネットワークは、祇園川や牛津川、有明海などの水辺の自然要素を活用し、市街地と自然

環境とをネットワークする軸として、水辺の自然環境の保全を図るとともに、親水性の確保や遊歩道

の整備など市民が身近に自然と触れ合える場所として活用します。 
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（４）土地利用 
土地利用は、拠点形成や連携軸の実現、適正な市街地形成を進めていくための施策であり、将来の

市街地や産業用地のあり方、農地・緑地の保全の考え方などを示すものです。 

市街地は、商業・業務や工業、住宅などの都市的土地利用が大半を占める場所に設定し、適正な土

地利用誘導を行うことによって、効率の良い市街地形成を促します。市街地の誘導を図る区域は、都

市連携軸上に点在する市街地を連担させる区域で、現時点では農地・集落共生地ですが、市街化が確

実となった段階で市街地への転換を図る場所として設定し、将来市街地エリアの形成に取組みます。 

農地・集落共存地は、営農環境の保全を図る区域として、無秩序な市街地の拡大を抑制し、農地の

保全を図ります。 

山地・丘陵地は、山林や集落環境を保全する区域として、自然環境の保全を図ります。 
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（５）将来都市構造 
将来都市構造は、都市づくりの骨格となる「拠点形成」、「連携軸」、「土地利用」の要素が相互に連

動し、それぞれの役割に応じた取組みを行うことにより、本市の望ましい都市の骨格形成を表現する

ものです。 

本市の将来都市構造は、下図のような骨格を構成し、都市づくりの基本的な考え方として、分野別

のまちづくり方針や地域別構想への反映を図ります。 
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■将来都市構造図 
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第３章 全体構想：分野別方針 
 

分野別方針は、まちづくりの目標や将来都市構造を実現していくため、市全体での土地利用・拠点

地区形成、交通体系の整備、環境の保全・整備、景観形成、安全・安心なまちづくりといった今後の

本市の都市計画の考え方を分野別の方針として示し、都市計画を定める際の総合的な指針として活用

されるものです。 

本市では、「人と自然が輝く、希望と活力にあふれた生活（くらし）創造都市・小城市」に対応した

まちづくりを実現するため、第２章で示した５つの基本方針を踏まえ、５つの分野について、基本方

針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．土地利用・拠点地区形成の方針       
①都市機能集約及び拠点地区ネットワーク型のまちの形成 
②適正な土地利用の誘導による暮らしやすいまちの形成 
③豊かな田園環境・自然環境の保全と活用 

まちづくりの目標 

２．交通体系の整備方針            
①本市の一体性を強化する交通ネットワークの構築 
②都市活動を支え都市間連携を強化する交通体系の確立 
③地域防災力の向上に向けた道路ネットワークの強化 
④公共交通等の利便性の向上と利用促進 

３．環境の保全・整備の方針          
①水と緑のネットワークの形成と自然環境の保全・活用の促進 
②田園環境の保全と市街地内緑化の推進 
③協働による快適で環境負荷の少ないまちの形成 

分野別方針 

【まちづくりの理念】 

人と自然が輝く、 
希望と活力にあふれた 
生活創造都市・小城市 

【まちづくりの基本方針】 

小城らしさの継承による 
魅力と活力あるまちづくり 

地域特性を生かした様々な拠点の形成と 
相互に連携・補完するまちづくり 

４．景観形成の方針              
①豊富な自然を活かしたうるおいのある景観の保全・形成 
②歴史資源を活かした落ち着きと風格ある街並みの形成 
③市民・事業者・行政による景観まちづくりの推進 

日常生活圏を考慮した 
多極ネットワーク型のまちづくり 

多様なライフスタイルを可能とする 
多自然居住型のまちづくり 

５．安全・安心なまちづくりの方針       
①災害が起こりにくい・災害に強いまちの形成 
②地域力による防災・防犯の推進 
③全ての人が安心して住み続けられるシステムの確立 

強靭な居住地を形成するための 
安全安心なまちづくり 
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１．土地利用・拠点地区形成の方針 
〇土地利用・拠点地区形成の基本方針 

本市は、北部に天山山系の山々が連なり、中央部には広大で肥沃な佐賀平野が広がり、南は日本一

の干潟を有する有明海に面しています。市街地はＪＲ小城駅北周辺とＪＲ牛津駅周辺、主要な幹線道

路沿道などにまとまって形成されており、また広大な平野部には、集落が点在しています。 

本市の都市計画区域は、2010 年 10 月に小城町、三日月町、牛津町及び芦刈町の４町を一体の都

市として総合的に整備、開発及び保全するため、小城市全域を対象として都市計画区域の変更を行っ

ており、都市としての一体性のある都市構造の構築が求められています。 

また、我が国では、市街地が拡大する都市化社会の時代から、安定・成熟した都市型社会への移行

が進み、さらに人口減少・少子超高齢化の時代を迎えて、集約型都市構造への転換が求められており、

本市においても、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方のもと、市街地の拡散防止によ

る集約化と、既成市街地の活性化が課題となっています。 

本市全体のバランスの取れた発展と然るべき保全を可能とし、拠点地区形成による集約型の都市構

造を構築するために、地域特性を生かした様々な拠点の役割に応じた都市機能の集積を図るとともに、

拠点間の相互連携によって機能の補完を行うことで、効率の良い都市構造の構築を視野に入れながら、

以下の方針に基づいて、将来都市像の実現を目指します。 

 

【土地利用・拠点地区形成に関する基本的な考え方】 

土地利用・拠点地区形成の基本方針 

〇都市機能集約及び拠点地区ネットワーク型のまちの形成 
環境負荷の抑制や効率的な社会資本投資を可能とするために、中心拠点、行政サービス拠点、地域

拠点、生活拠点それぞれの特性に応じた都市機能の集積とに生活に必要な都市機能がまとまった拠点

地区の形成や市街地の拡散防止による集約化を図ります。 

また、農林漁業集落地の生活環境の保全と地域コミュニティの活力維持に努めながら、各拠点地区

が相互連携・補完する都市機能集約及び拠点地区ネットワーク型のまちの形成を図ります。 

〇適正な土地利用の誘導による暮らしやすいまちの形成 
立地適正化計画に基づく誘導の促進と併せて、用途地域の指定も検討し、住・商・工の用途の適正

な配置による土地利用の誘導を図り、住みやすい住環境や活力ある産業の発展など、暮らしやすいま

ちの形成を目指します。 

〇豊かな田園環境・自然環境の保全と活用 
本市が有する広大な農地と田園環境、北部の山地・丘陵地、祇園川や晴気川、牛津川などの水と緑、

有明海の干潟などの豊かな自然環境は、良好な都市環境を形成する要素であることはもとより、重要な

産業基盤でもあることから、これらを保全するとともに、レクリエーションや観光資源としての活用を

図ります。 
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（１）土地利用類型と配置方針 
①商業・業務地 

・本市の中心的な商業・業務施設が集積している JR 小城駅から小城まちなか市民交流プラザ（ゆめ

ぷらっと小城）周辺にかけての都市計画道路小城駅千葉公園線及び都市計画道路唐津小城線の沿道

については、本市の顔としての景観を考慮しつつ、誘導施策を活用した誘導施設の立地を維持し、

市民生活を支え、かつ観光と連携した商業・業務地の集積を図ります。 

・JR 牛津駅周辺の商業・業務施設が集積しているエリアについては、誘導施策を活用した誘導施設

の立地を維持し、地域住民の生活を支え、にぎわいのある商業・業務地の活性化を図ります。 

・小城市芦刈地域交流センター（あしぱる）周辺においても、地域住民の生活を支える誘導施設の立

地を維持・確保し、身近な生活に必要な一定の商業・業務地の集積を図ります。 

・増加する空家、空き店舗の空家バンクへの登録を促進し、適正に活用することで市街地のスポンジ

化の進行を抑制するとともに、空き地の登記情報の適正化や権利者の支援などによる未利用地の有

効活用を促進します。 

・JR 小城駅北周辺から三日月地域の小城市役所にかけての国道沿道及び JR 牛津駅周辺の市街地に

ある国道等の沿道については、幹線道路の機能を活かした利便性の高い商業・業務施設の集積によ

り賑わいと交流の創出を図ります。 

・有明海沿岸道路の開通に伴い土地利用需要の高まりが予想される芦刈地区においては、インターチ

ェンジの近接性を活かした新たな土地利用を検討します。 

 

②住宅・サービス施設等共存地 

・ＪＲ小城駅北側及びＪＲ牛津駅周辺の市街地にあって、住宅と店舗、学校、サービス施設等が混在

しているエリアについては、中低層住宅の立地環境を保全しつつ、都市機能の誘導を図り、それぞ

れの施設の共存と機能連携により回遊が可能な利便性の高い市街地形成を図ります。 

・小城市役所周辺については、行政サービス機能と連携した都市機能の集積と併せ、まちなか居住や

都市型生活を実現する利便性の高い職住近接住宅地の形成を図ります。 

・小城市芦刈地域交流センター（あしぱる）周辺については、地域の生活を支える利便施設や、交流

を促進する施設等の集積を図るとともに、定住人口を維持するための住宅の建設を誘導します。 

・その他、主として住宅地として利用されている市街地内の幹線道路沿道にあって、積極的に商業・

業務機能の立地促進を図る必要はないエリアについては、居住誘導区域への誘導を前提に、中低層

住宅とともに沿道型の生活サービス施設の立地共存を図ります。 

 

③住宅市街地 

・ＪＲ小城駅北周辺及びＪＲ牛津駅周辺の市街地に形成されている低層住宅地については、誘導施策

を活用し専用住宅を基本とする良好な住環境の維持・保全を図ります。 

・ＪＲ小城駅南側及びＪＲ牛津駅南側については、公共交通の利便性を活かし、居住誘導区域への誘

導を前提に新たな街なか居住を促進するための良好な低層住宅の誘導を図ります。 
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④産業・研究施設地 

・既存の牛津工業団地については、工業生産を支える環境を維持するとともに、円滑な流通環境の確

保に努めます。 

・小城蛍の郷ファクトリーパークについては、広域交通の利便性を活かした新たな産業施設地として

の機能の維持、拡充を推進します。 

・芦刈ＩＣ周辺については、広域交通の利便性を活かした新たな産業・研究施設地として産業施設立

地の可能性を検討します。 

・市街地にある大規模な工場については、機能維持と周辺環境との共存、若しくは居住誘導区域外の

産業・研究施設地への移転など住工混在の防止・解消を図ります。 

 

⑤農地・集落共存地 

・優良な農地については、農業振興地域の取り組みにより、貴重な食料を生産する産業基盤として、

また都市の良好な景観を形成する貴重な資源として、保全及び活用を図ります。 

・スローライフなまちづくりの推進に併せて、安全で質の高い農産物や水産物の生産や流通を、営農

者や事業者とともに強化していきます。 

・農村・漁村の集落地については、生産活動の活性化を支援しつつ、立地適正化計画の適正な運用に

基づく立地誘導を推進するとともに、特定用途制限区域の導入など新たな規制・誘導施策を検討し、

集落環境の維持・保全にふさわしくない用途の建築物の立地制限を図ります。 

・幹線道路の沿道周辺等にあって、住宅などの開発が進行しているエリアについては、特定用途制限

区域の導入など無秩序な市街化の拡大を防止する方策を検討します。 

 

⑥山地・丘陵地 

・市北部に広がる天山山系の山地・丘陵地については、豊かな自然環境を保全するとともに、自然と

ふれあうレクリエーションゾーンとしての活用を図ります。 

・市西部にある丘陵地については、身近に接することができる緑として、また都市の風致を形成する

緑として保全を図ります。 

・中山間地において、後継者の不足等により荒廃化・遊休地化が見られる山林や樹林地等については、

適切な維持管理若しくは自然の山に帰す方策を検討していきます。 

 

（２）拠点地区形成の方針 
①中心拠点 

・商業・業務活動が最も盛んなＪＲ小城駅周辺の中心市街地を中心拠点に位置づけ、医療・福祉・文

化施設などの都市機能の誘導、商業・業務施設などの都市機能の集積を図ります。 

・中心拠点では、都市機能の集積に加えて、西九州大学と連携しつつ、市全体の発展を先導する中心

拠点づくりを進めます。 

・地域特性をふまえた既存商店街の再構築、住環境の向上による定住人口の確保、魅力的な街並み形

成等による観光集客力の向上などの活性化を図ります。 

・今後、佐賀唐津道路小城インターチェンジ（仮称）の設置を見据え、地域の魅力の向上など地域外

からも訪れたくなる拠点整備を進めます。 
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②行政サービス拠点 

・三日月町の小城市役所本庁舎周辺を全市民に向けた行政サービス拠点に位置づけ、主要道路沿道を

中心に文化施設、交流施設などの公共公益施設及び商業機能の適正配置を考えながら機能維持及び

充実を図ります。 

・佐賀唐津道路三日月インターチェンジ（仮称）の設置を見据え、商業施設を維持あるいは中長期的

には拠点地区内へ誘導することで、徒歩や公共交通でも利用しやすい環境の整備を進めます。 

・農業振興策と調和を図りながら、住宅需要への対応を考慮しつつ、開発については計画的な土地利

用を検討します。 

 

③地域拠点 

・ＪＲ牛津駅周辺を地域拠点に位置づけ、地域住民の日常生活を支える拠点として、商業施設や文化

施設、医療・福祉施設などの都市機能の立地・誘導及び居住の誘導を促進します。 

・ＪＲ牛津駅南については、災害リスクを考慮しつつ、駅へのアクセス性及び利便性を高める取組を

進めるとともに、計画的な住宅地開発の誘導や市営住宅の建設等によるまちなか居住の促進を慎重

に検討します。 

 

④生活拠点 

・小城市芦刈地域交流センター（あしぱる）周辺を生活拠点に位置づけ、県立病院の移転等をふまえ

た地区特性にふさわしい施設の立地誘導による拠点形成を図ります。 

・独特な農村景観など地域の特徴を活かしつつ、自然に囲まれた豊かな居住環境整備や子育て環境の

充実により定住人口の増加を促進します。 

・有明海沿岸道路等を活かした都市部と農漁村地域の交流と連携を推進し、交流人口の増加等を図り

ます。 

・住宅や交流施設、商業施設等の生活利便施設等の維持・確保を図り、移住・定住を促進します。 

 

⑤産業拠点 

・牛津工業団地については、周辺環境に配慮しながら、既存の工業機能を維持するとともに、円滑な

流通環境の確保に努めます。 

・小城蛍の郷ファクトリーパークについては、広域交通の利便性を活かした新たな産業施設地として

の機能の維持・拡充を推進します。 

・芦刈ＩＣ周辺については、広域交通の利便性を活かした新たな産業用地として産業系施設立地の可

能性を検討します。 
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（３）宅地開発の適正な規制・誘導の方針 
・幹線道路沿道など、無秩序な宅地開発が進行するエリアについては、立地適正化計画の適正な運用

や開発許可制度の活用を進めるとともに、用途地域や特定用途制限地域などの地域地区の指定・導

入を検討することにより、それぞれの地域にふさわしい開発を誘導します。 

・農地については、優良な農地の保全に努め、集落については、コミュニティの維持を図るために必

要な整備を地域住民とともに推進します。 
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２．交通体系の整備方針 
〇交通体系の基本方針 

本市の主要幹線道路は、広域的な拠点都市である佐賀市と接続する路線など、東西方向が主要な軸

になっていますが、市の中心拠点であるＪＲ小城駅周辺の市街地と、市南部の地域拠点である JR 牛

津駅周辺の市街地をつなぐ南北方向の路線が脆弱であるなど、地域間交流や連携を支える交通ネット

ワークの確立が必要とされています。 

また、広域幹線道路である長崎自動車道において平成 30 年に小城スマートインターチェンジが供

用され、他市町から小城市へのアクセス性が向上しているとともに、有明海沿岸道路は延伸計画があ

り、佐賀唐津道路（国道 203 号バイパス）の整備も進められており、今後更に広域交通の利便性が

向上すると期待されることから、生活圏の拡大や交流人口の増加を見据えたまちづくりが重要です。 

さらには、本市が長崎自動車道と有明海沿岸道路が最も近接する場所に位置し、佐賀県及び長崎県

の日本海側と有明海側との分岐点となる地理的特性を活かした新たな交通網の確立も望まれます。 

そして、住民の高齢化が更に進むことや、災害の激甚化、環境負荷の少ない日常生活を推進する必

要性などから、公共交通の利用促進や安全な歩行者空間の確保、災害に強い道づくりが課題です。 

このような課題をふまえ、円滑な日常生活を支える交通体系を実現するため、限られた財源のなか、

既存道路の効率的な維持管理を行うとともに、以下の方針に基づいて交通施設の整備を図ります。 

【交通体系の基本方針】 

交通体系の基本方針 

〇本市の一体性を強化する交通ネットワークの構築 
一体の都市としての骨格づくりと周辺都市の交通の要衝としての発展を支えることを目指して、

市中心部の中心性を高めるとともに、交通渋滞の緩和や幹線道路ネットワークの機能強化により、

各拠点地区間の連携を強化し、市内及び市外との交流・連携を支援するための交通ネットワークの

構築を図ります。 

〇都市活動を支え都市間連携を強化する交通体系の確立 
本市の産業活動を支え、また日常生活の多くが密接に関係する佐賀市との連携を強化するため、

広域幹線道路の整備を促進するとともに、相乗的に整備効果を発揮する総合的な交通体系の確立を

図ります。 

〇地域防災力の向上に向けた道路ネットワークの強化 
緊急輸送道路の機能強化や市街地の延焼防止、道路冠水防止など、地域の防災力向上を支援する

災害に強い道づくりを推進します。 

〇公共交通等の利便性の向上と利用促進 
移動手段である自家用車への過度な依存から、公共交通を含めた適切な利用形態に移行するた

め、鉄道やバスの運行ルートの改善や連携を向上するとともに、交通結節拠点等の整備や拠点地区

間のネットワークの構築を行い、公共交通施設の利便性向上と利用促進を図ります。 

また、市街地や集落地などの生活エリアにおいて、高齢者や児童生徒などの交通弱者や自転車、

車椅子等により安全に移動することができる道づくりを進めます。 
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（１）将来道路網の体系 
①高規格道路網 

・本市と九州県内各地の拠点都市間を連絡し、本市の拠点性を高める道路として、長崎自動車道、有

明海沿岸道路、佐賀唐津道路を高規格道路として位置づけ、整備や問題の解消を促進します。 

【該当路線】長崎自動車道、有明海沿岸道路、佐賀唐津道路、その他構想路線 

 

②広域幹線道路網 

・本市と周辺市町を連絡し、本市の都市構造の主要な骨格を形成する道路を広域幹線道路として位置

づけ、整備や問題の解消を促進します。 

【該当路線】国道 34 号、国道 203 号、国道 207 号、国道 444 号、主要地方道佐賀外環状

線、主要地方道小城牛津線、主要地方道牛津芦刈線 

 

③幹線道路網 

・広域幹線道路の機能を補完して拠点間の交通ネットワークを維持・確保し、本市の都市構造の骨格

を形成する道路を、幹線道路として位置づけ、整備や問題の解消を促進します。 

【該当路線】県道小城富士線、県道杉山小城線、県道天山公園線、県道川上牛津線、県道多久牛

津線、その他主な市道 

 

 

（２）道路整備の方針 
①高規格道路（自動車専用道路） 

・長崎県や熊本県方面とのアクセスを向上する有明海沿岸道路の整備を促進します。 

・佐賀市及び多久市・唐津市方面との都市間連携を強化する佐賀唐津道路（国道 203 号バイパス）

の整備を促進します。 

・長崎自動車道と佐賀唐津道路を結ぶ新たな道路ネットワーク整備について、県や隣接市とともに検

証、推進をしていきます。 

 

②広域幹線道路 

・小城中心拠点と牛津地域拠点の連携を強化するため、主要地方道小城牛津線の整備を促進し、機能

強化を図ります。 

・主要地方道小城牛津線の JR 小城駅前の計画区間の整備を促進し、安全な歩行者空間の確保と歴史

的な風格、にぎわいのある通りの形成を図ります。 

・小城地区から芦刈地区に至る南北方向軸の形成に向けて、牛津市街地部の通行がスムーズになされ

る方策を検討します。 

・牛津地域拠点と芦刈拠点間の連携を強化するため、県道牛津芦刈線の整備を促進します。 
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③幹線道路 

・牛津地域拠点と三日月拠点間の連携を強化し、さらに佐賀市との交流強化を図るため、県道川上牛

津線、市道初田・下江良線の整備を促進します。 

・芦刈地区と江北町との連携を強化する県道江北芦刈線の整備を促進します。 

・小城 PA の小城スマートインターチェンジと小城市中心拠点とのアクセス道路である県道小城富士

線の整備を促進します。 

・有明海沿岸道路、佐賀唐津道路（国道２０３号バイパス）のインターチェンジと各拠点地区とのア

クセス道路の整備を推進します。 

・小城地区と多久市との連携を強化する県道多久牛津線の整備を促進します。 

 

④その他の道路整備の方針 

・都市計画道路については、国・県・市道の整備計画等と調整を図りながら整備を促進しつつ、見直

しを行った長期未着手路線については、財政面や用地確保を考慮しつつ整備を検討します。 

・市街地・集落地などにおいて生活道路の整備が必要な地区については、地元要望などに応じて事業

化を検討するとともに、地域住民との協働により安全な道路空間の確保を進めます。 

・道路施設の維持・管理にあたっては、本市で策定している維持管理計画に即し、計画的に維持管理

を進めます。 

・このほか、道路の整備にあたっては、「小城市道路網整備計画」に基づき、地域住民の理解や協力の

もと、財政面を考慮しつつ必要な整備を進めます。 

 

（３）公共交通施設の整備方針 
①鉄道 

・JR 小城駅について、中心市街地活性化基本計画に基づき整備された小城駅舎、駅前広場等を活用

し、まちの玄関口としての環境整備と交通結節機能の強化を図ります。 

・JR 牛津駅について、駅前広場の整備や駅南北の円滑な移動を確保する手法を鉄道事業者や地元と

ともに検討し、駅南北相互の利便性向上を図ります。 

・JR 久保田駅の活用を促進するため、駅北側のアクセス性及び利便性を向上するための方策を検討

します。 

・九州新幹線西九州ルートの整備・開通に伴い、騒音等による沿線の住環境が悪化することがないよ

う、関係機関に充分な対策を働きかけます。 

 

②バス・タクシー 

・路線バスが廃止された区間において、高齢者等の交通弱者の貴重な移動手段を確保するため、「小城

市地域公共交通網形成計画」に基づき、廃止路線代替バスやコミュニティバス・乗合タクシーの維

持・充実を図ります。 

・高齢者等の交通弱者が日常生活の移動を容易にできるよう、「小城市地域公共交通網形成計画」に基

づき、コミュニティバス・乗合タクシーの維持・充実を図ります。 

・路線バス等については、便数や定時性の確保、住民サポーター制度やモニター制度を活用した使い

やすいバス停留所の整備など、利用促進と利便性の向上を事業者とともに推進します。 
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・廃止路線代替バスやコミュニティバス・乗合タクシーの運行のあり方やルートの見直しや既存交通

機関との連携を図り、わかりやすく安心して利用できるネットワーク構築を推進します。 

 

（４）歩行者・自転車系道路の整備方針 
・幹線道路等における歩道や自転車歩行者道の設置、自転車道との区分、ユニバーサルデザイン化な

どにより、誰もが安心して通行できる安全な歩行者空間の整備を推進します。 

・通学路や生活道路等においては、歩行者の視点に立った交通安全対策を進めます。 

・各拠点内の道路では、居心地が良く歩きたくなる空間の形成に向けた歩行者空間の整備に努めます。 

・自動車、歩行者との間にある交通手段として自転車利用を増進し、自動車への過度な依存を低減す

るとともに、自転車の活用促進に向けた環境整備を検討します。 
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■交通体系方針図 
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３．環境の保全・整備の方針 
○環境の保全・整備の基本方針 

本市は、北部に天山山系がそびえ、中央部には肥沃な佐賀平野が広がり、祇園川や晴気川、牛津川

などが豊かな田園を潤し、南にはムツゴロウやシオマネキなどが棲む貴重な干潟を有する有明海に面

するなど、豊富な自然環境に恵まれた都市です。 

一方、温室効果ガスの増加による地球温暖化の進行など、地球レベルでの環境の悪化が現実のもの

となりつつある昨今において、行政から個人レベルに至る環境に配慮した取り組みがますます求めら

れています。 

これらの自然や田園環境を守るとともに、誰もが住み続けられる、緑豊かな市街地の形成を図るた

め、以下の方針に基づいて保全・整備を推進します。 

 

【環境の保全・整備の基本方針】 

環境の保全・整備の基本方針 

〇水と緑のネットワークの形成と自然環境の保全・活用の促進 
都市の環境を維持する重要な要素である、天山山系の山々、祇園川や晴気川、牛津江川、牛津川

等の河川、有明海の干潟については、積極的に保全を図るとともに、河川敷の緑や有明海の干潟の

連続性を活かした水と緑のネットワークの形成を図ります。 

また、市民の多様なレクリエーションに応えるため、小城公園をはじめとする地区の核となる公

園の整備を推進するとともに、山地や河川、干潟などの豊かな自然を活用します。 

〇田園環境の保全と市街地内緑化の推進 
本市を特徴づける広大で優良な農地については、原則的に保全を図ることとします。 

また、市街地部については、公園や緑地の整備と維持、街路樹の整備、敷地の緑化の推進など、

緑豊かな街並み形成を図ります。 

〇協働による快適で環境負荷の少ないまちの形成 
行政・市民・事業者の協働により、事業活動や市民の日常生活等における廃棄物の発生抑制やリ

サイクル活動、緑や水質の保全、自家用車の過度な依存を避けるなど、快適で環境負荷の少ないま

ちづくりを推進します。 
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（１）自然的環境の保全・活用の方針 
①山地の保全・活用 

・天山から長崎自動車道周辺に至る山地については、貴重な動植物の生息地であり、かつ水源涵養、

土砂崩壊防止、保水など、治水や防災上重要な機能を担う森林を擁することから、積極的に保全を

図るとともに、間伐、下刈等の施業を行い、森林の環境維持に努めます。 

・山地部の豊かな自然を享受できる自然公園や散策路などの維持管理・老朽化改修・充実を図り、自

然と触れ合う機会・空間を創出するとともに、観光資源として積極的に PR し、自然体験型のレク

リエーションや観光施設として活用します。 

 

②身近な緑の保全・活用 

・身近な丘陵地の自然環境や、「佐賀の名木・古木」に指定された樹木など市内各所に見られる社そう

林等については、都市の風致を形成する重要な緑であり、保全を図ります。 

・身近な緑については、青少年育成会や緑の少年団などによる自然体験学習や研修活動など、環境学

習の場としての活用を図ります。 

 

③水辺空間の保全・活用 

・祇園川や牛津江川、牛津川等の河川については、市民との協働のもとに水質の保全と河川敷の緑地

の保全を図ります。 

・天山山麓にある滝々や、「ふるさといきものの里百選」のゲンジボタルの舞う祇園川や晴気川などの

清流を保全し、またレクリエーションや観光資源として、今後も活用を図っていきます。 

・ムツゴロウやシオマネキをはじめとする多様な生物が生息する貴重な干潟がある六角川の河口から

有明海にかけては保全し、また干潟体験場を活用した環境学習や体験型レクリエーションの場とし

て活用を図ります。 

・祇園川や嘉瀬川、牛津川、牛津江川、六角川については、既存の水辺環境を活かし、親水性が高く、

休息や健康づくりにも利用できる水と緑のネットワーク形成を図ります。 

・市街地や田園を流れる水路は、水質保全と身近な水辺空間として見直し、活用については市民とと

もに検討していきます。 

 

④農地の保全・活用 

・平野部に広がる優良な農地は、営農環境の充実や後継者対策を支援しつつ、重要な産業基盤である

とともに、ふるさとの景観や防災など重要な役割を持つゾーンとして保全を図ります。 

・天山山麓に形成された棚田については、「日本の棚田百選」「全国農村景観百選」にも選ばれた本市

が誇る風景のひとつであることから、観光資源としても活用し、後世に残していくための方策を検

討します。 

・田植えや稲刈りなどの体験学習や、食育の推進などについても、営農者など地域住民の協力のもと

に進めていきます。 

  



 

- 65 - 

（２）都市環境形成の方針 
①河川・水路等の水質の保全 

・河川や水路、ひいては有明海の水質保全のため、地域ごとの人口や地理的な条件等に合わせて、公

共下水道事業や農業集落排水事業、合併処理浄化槽整備事業による整備を計画的に推進します。 

・施設の効率的な運用に向け、下水道計画の見直しを図ります。 

・河川や水路等において、治水計画との整合等がとれる区間については、多自然型護岸などの活用を

推進し、自然が本来もつ浄化能力の回復に努めます。 

・市民との協働により、河川や水路の清掃や、アドプトプログラムの導入による維持管理活動を進め

ます。 

 

②環境負荷の少ない社会の構築 

・環境負荷の少ない都市活動を支えるために、立地適正化計画に基づき都市機能誘導区域に都市機

能の適正な配置や、歩行者・車椅子利用者・自転車等にやさしい道路の整備を推進します。 

・企業活動や市民の日常生活において、4R や省エネルギー運動などが普及・定着するよう、広報・

意識啓発や、推進団体の育成及び活動支援などのサポートを行います。 

・自家用車に過度に依存しなくても生活できるよう、公共交通の利便性向上と利用促進を図ります。 

・小城市版健康都市宣言「おぎ ARK 宣言」の浸透を図ることにより、近距離移動は徒歩移動を選択

するなど、Co2 削減に向けた取組を推進します。 

・自然や田園環境を保全するとともに、市街地部を中心として公共施設や民有地の緑化を推進します。 

・多久市と共同で整備した可燃ごみ焼却施設（クリーンヒル天山）を活用し、広域的ごみ処理・リサ

イクルを推進するとともに、リサイクルについては小城市廃棄物中継センターを活用し推進します。 

・分別排出の徹底に向けて、分別収集体制の充実や、広報・啓発活動を推進します。 

・ごみの不法投棄を抑止するため、監視・指導体制の強化や適正処理対策を行うとともに、市民の意

識向上に努めます。 

・下水道整備の進捗を勘案し、策定中の広域連携計画に基づき、し尿収集・処理体制の充実を図りま

す。 

 

（３）公園・緑地の整備方針 
①地区の核となる公園の整備・活用 

・小城公園は、「さくら名所百選」や「日本の歴史公園百選」にも選出された中心市街地に位置する本

市の代表的な公園でもあり、一層の施設の充実や、アクセス性の向上など、利活用しやすい環境づ

くりを進めます。 

・牛津総合公園については、スポーツ・レクリエーションをはじめとする施設の維持・活用を図って

いきます。 

・三日月ふれあい公園については、適正な管理に努め、地域のレクリエーションの核としての機能維

持や、イベント等で活用を図っていきます。 

・ムツゴロウ公園については、有明海の自然を活かした海浜レクリエーションの場として、周辺施設

と連携しながら活用を図っていきます。  
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②身近な公園等の整備・活用 

・市街地や集落内において、既存施設の集約や更新を検討し、地域住民の交流や憩いの場、子ども達

の遊び場となる身近な公園の整備を図ります。 

・既存のグラウンドや農村公園などの身近な公園については、老朽化した施設・設備の改修を行うと

ともに、アダプトプログラムの導入などにより地域住民と協働による維持管理を進めます。 

・自然を活用し、心の癒しや健康など多様なレクリエーション需要に対応する公園の維持・活用を図

ります。 

 

③市街地内緑化の推進 

・公共施設をはじめ、住宅地などの民有地の緑化を推進するとともに、花づくり運動など公共空間の

緑化運動を市民とともに促進し、緑豊かな市街地の形成を図ります。 

・主要な幹線道路、駅、公共施設周辺の通りについては、市の木である桜や地域の特性に合った街路

樹の整備を進めつつ、沿道住民との協働による快適な歩行者空間や緑地帯の形成を図ります。  
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■環境の保全、整備方針図 
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４．景観形成の方針 
○景観形成の基本方針 

豊かな自然や田園に恵まれた本市は、古の時代から人々が暮らし、城下町や宿場町などとして栄え

てきた都市であり、深川家住宅、牛津赤れんが館などの歴史資源や、清水の滝や藤隠の滝、棚田や桜

の名所の小城公園などの景観資源を数多く有しています。 

本市が持つ多彩な歴史・景観資源を保全し、うるおいある都市景観や美しい自然景観の形成を図る

とともに、これらの豊富な資源の活用による交流人口の拡大を目指すため、以下の方針に基づいて、

魅力と彩りのある景観形成を推進します。 

 

【景観形成の基本方針】 

景観形成の基本方針 

●豊富な自然を活かしたうるおいのある景観の保全・形成 
水と緑からなる豊かな自然や田園を活かし、生活にゆとりとうるおいある都市景観の形成を図る

とともに、郷土の美しい都市・自然景観の保全・形成を推進します。 

●歴史資源を活かした落ち着きと風格ある街並みの形成 
城下町や宿場町の歴史的な通りや建造物等を守り活かし、住む人が誇りに思え、人々が訪れたく

なる落ち着きと風格ある街並みづくりを推進します。 

●市民・事業者・行政による景観まちづくりの推進 
多彩な歴史・景観資源を活かした、小城市らしい景観づくりを円滑に進めるために重要な、仕組

みづくりを市民・事業者・行政が協働して推進します。 

 

（１）景観形成の方針 
①歴史的資源を活かした景観の保全・形成 

・城下町として歴史的なまちなみが残る小城地区では、景観計画の策定による景観重点整備地区の設

定も検討しながら、歴史的な趣あるまちなみの保全・形成を図ります。 

・小城地区については、桜の名所としても知られる小城公園や、多くの学校が集まる文教のまちでも

あることから、花と緑豊かなうるおいのあるまちなみの保全・形成を図ります。 

・長崎街道の宿場町としての面影や、赤れんが館などの歴史的な資源が存在する牛津地区では、景観

計画の策定による景観重点整備地区の設定も検討しながら、これらを活かした街並みの保全・形成

を図ります。 

・市内随所に見られる歴史的・文化的資源を活かすため、｢屋根のない博物館構想｣に基づき、文化財

等の説明板やサインの整備等を推進します。 

・千葉城跡や寺社、川と緑など良好な景観を有する千葉公園一帯については、自然や建造物等が一体

的となった景観保全の方策を検討します。 

・都市計画道路小城駅千葉公園線及び都市計画道路唐津小城線の沿道について、商業事業者や住民と

ともに街並み景観づくりを推進します。 

・酒蔵や町屋などの歴史的建造物の保存・修復と活用を図るとともに、水路や樹木など歴史とうるお
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いを感じさせる地域の資源を活かした街並み整備を図ります。 

・羊羹や清酒、鯉など、地域の特産品と連携したまちのイメージづくりを、事業者とともに推進します。 

 

②自然や田園等を活かした景観の保全・形成 

・都市の風致を形成している天山山系の豊かな緑を保全するとともに、緑と調和した美しいまちなみ

景観の保全・形成を図ります。 

・市街地周辺に位置する里山や社そう林等のまとまった緑は、「佐賀の名木・古木」の指定等により、

地域の風致を形成している美しい景観として保全・形成を推進します。 

・市街地内を流れる祇園川や晴気川等の河川沿いでは、親水空間の整備や適正な植栽の整備などによ

り、水と緑からなる美しい水辺景観の形成を促進します。 

・六角川河口から有明海にかけては、干潟などの良好な自然景観の保全を図ります。 

・平野部に広がる優良な農地や水路、農家住宅等からなる美しい田園景観の保全を図るとともに、山

あいに残る貴重な棚田による美しい景観の維持・保全に努めます。 

・本市の里山などを形成する市街地周辺の丘陵地等や千葉公園周辺等の優れた自然と調和した本市固

有の歴史的景観を後世に継承するため、景観計画の策定を検討し、緑と調和した土地利用及び建築

意匠・色彩のあり方や景観重点整備地区等の設定による景観の保全を検討します。 

 

③公共空間における景観形成 

・JR 小城駅周辺や JR 牛津駅周辺など、まちの玄関口となる地区については、本市の顔となる風格

と魅力ある景観の形成を図ります。 

・JR 小城駅前の本町通り（県道小城牛津線）では、街路事業に併せて建築協定を活用した景観保全

を促進し、植栽や沿道の建物と一体となったメインストリートにふさわしいまちなみ景観の形成を

図ります。 

・拠点地区など、多くの人が訪れ景観形成が必要な地区における建築物や工作物については、景観計

画の策定を検討する中で、地域の特性や周辺地域との調和に配慮した色彩や形態・意匠等の誘導に

より、良好な景観の形成を図ります。 

・景観計画の策定を検討する中で、幹線沿道地域における調和のとれた通り景観の形成、閑静な住宅

地のまちなみ形成など、それぞれの地域の特性に応じ、適正に建築物や屋外広告物の規制・誘導を

行い、美しい地域景観の形成を図ります。 

・良好な景観が形成されている地区や、今後景観形成を図っていく必要がある地区については、景観

計画の策定を検討する中で景観重点整備地区の設定や地区計画制度、緑化協定制度等を活用し、美

しいまちなみの形成を図ります。 

 

④協働による景観形成の推進 

・協働による景観形成を図るため、市民・事業者・行政職員などに対して、本市固有の魅力や価値を

理解してもらい、意識醸成を図ることで、持続的な景観まちづくりを推進します。 
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■景観形成方針図 
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５．安全・安心なまちづくりの方針 
○安全・安心なまちづくりの基本方針 

本市は、天山から広大な佐賀平野を経て有明海に至る変化に富んだ地形であり、土砂災害や河川の

氾濫など様々な自然災害の発生の危険を有しています。台風の進路にあたることも多く、令和元年８

月には豪雨による大規模な浸水被害を受け、さらには、近年全国各地で災害が頻発化・激甚化してい

ることなどからも、大規模な災害が絶対に起きないとは言い切れません。 

また、全国的に凶悪な犯罪が多発する中で、日常生活における安全の確保も重要な課題であり、真

に住みよいまちとするためには、子どもや高齢者、障がい者などを含む全ての人が安全で安心して暮

らせる社会が求められています。 

災害の発生をできるだけ抑制するとともに、災害が発生した場合の被害を最小限にとどめることを

目指した安全で安心に暮らせるまちをつくるために、以下の方針に沿った取り組みを推進します。 

 

【安全・安心なまちづくりの基本方針】 

安全・安心なまちづくりの見直しの基本方針 

〇災害が起こりにくい・災害に強いまちの形成 
大雨などによる土砂災害や広範囲に想定されている河川氾濫による市街地浸水などの自然災害

の発生抑制や被害を低減させるための事業の推進や、保水機能を有する森林の保全を図るととも

に、災害が発生した場合の避難や救助活動を確実にするなど、災害に強いまちの形成を図ります。 

〇地域力による防災・防犯の推進 
災害発生時の初動や情報の伝達、避難の際には地域住民による協力体制が極めて重要であり、更

新した防災ハザードマップの周知・活用に努め、日頃の備えを促進します。 

また日常的な地域の見回りや声かけ活動などは、災害や犯罪の発生の抑止に有効であることか

ら、地域のコミュニティの維持と強化を支援し、自助・共助・公助の役割による地域防災力を高め

ます。 

〇全ての人が安心して住み続けられるシステムの確立 
子育て世代から高齢者、障がい者など全ての人が安心して住み続けることができるよう、福祉施

設の充実や施設との移動手段の確保、公共施設のユニバーサルデザイン化などを進めます。 

 

（１）災害の発生抑制と災害に強いまちづくりの方針 
①災害発生の抑制 

・急傾斜地崩壊防止対策事業や砂防事業等の推進により、土石流やがけ崩れなどの発生抑制に努めます。 

・低地などにおける洪水を防止するため、河川の堤防の強化や河道の浚渫など、計画的な河道の整備

による治水機能の向上を促進します。 

・山地・丘陵地の保水能力確保と土砂流出防止のため、保安林をはじめとする森林の保全を図ります。 

・牛津地区の浸水対策や、芦刈地区の高潮対策など、地域の特性に応じた災害抑制策を推進します。 

・立地適正化計画において設定した居住誘導区域においても広い範囲で浸水が想定されており、現に

災害も発生しているため、災害リスクの分析や防災・減災対策の取組方針、対応策などを検討する
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防災指針の策定を推進します。 

・六角川水系の被害の軽減に向けた治水対策を促進するため、遊水池等の洪水調整施設の整備を国や

県に働きかけます。 

 

②災害に強いまちづくり 

・災害時の避難場所となる身近な公園等の整備を推進するとともに、防災上重要な公共施設及びその

周辺の建築物の耐震化や不燃化を促進します。 

・老朽建築物や旧耐震基準による建築物について、耐震診断の実施や耐震改修などを促進します。 

・消防水利施設の充足や更新を図るとともに、消防団員の確保など防災組織の活性化を促進します。 

・更新した防災ハザードマップの活用や自治会活動を通して、災害危険箇所や避難場所の周知を図る

とともに、防災意識の啓発や自主防災組織の育成、地区防災マップの作成支援に努めます。 

・狭隘道路や行き止まり道路の解消など、避難や消火活動、救助活動のためのルートの確保に向けた

道路整備を推進します。 

・防災行政無線や災害情報等配信サービス、ＨＰ、ＳＮＳ等による災害情報の発信を活用するととも

に、小城市の情報アプリ OgiOgi の登録を推進するなど、災害緊急時の情報伝達が迅速かつ正確に

なされるよう、ハード・ソフト両面のシステムづくりを図ります。 

・災害に強いライフラインの整備を推進するとともに、被災施設の早期復旧を可能とするシステムの

導入を図ります。 

 

③被災後の復興に向けた事前準備の推進 

・災害発生後において、早期かつ的確な復興まちづくりに着手できるよう、復興体制や復興手順の検

討など、復興事前準備を推進します。 

・復旧・復興まちづくりサポーター制度の活用など、先導的な取組を実施している地方公共団体との

情報共有等の連携を実施することにより、取組の質の向上を図ります。 

 

（２）地域防災・防犯に関する方針 
・災害時の迅速な消火、救助、避難活動に対応するため、防災訓練等を活用しつつ、地域毎の自主防

災組織の組織化を促進します。 

・警察や防犯協会等の関係機関・団体との連携による防犯教室の実施や防犯カメラ設置支援などによ

り、防犯意識の啓発を図ります。 

・防犯パトロールや子ども 110 番の強化、「ながら見守り活動」の促進など、地域の自主的な安全活

動を促進します。 

・犯罪が起きにくい環境づくりのため、地元地区と連携しながら、防犯灯の設置を推進します。 
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（３）安全・円滑な移動を可能にするまちづくりの方針 
・幹線道路等における歩道の設置、カラー舗装による自転車道との区分等により、歩行者が安全に通

行できる道路環境の整備に努めます。 

・高齢者や障がい者、ベビーカーや車椅子利用者等の通行を妨げないよう、段差の解消や障害物の除

却など、歩道のバリアフリー化を推進します。 

・公共公益施設等の公共空間では、誰もが安全かつ円滑に利用できるよう、スロープや手すり、エレ

ベーター、障がい者用トイレ、誘導表示などを設置します。 

・子供や高齢者、障がい者も安心して外出・移動ができるよう、幹線道路などの歩道整備や公共施設

のユニバーサルデザイン化を推進するとともに、公共交通の維持・充実を促進します。 

・視覚障がい者が安全に道路を横断できるよう、音の出る信号機の設置を推進します。 
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